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図 10 走行試験の様子 

 
５．２ 実験結果 
反射波まで考慮したビームフォーミング法を実施

するためには、反射物の位置と断面寸法が既知である

必要がある。しかし、これらは今後のシステム改良に

おいて取り組む予定であるため、本稿では、車両諸元

に記載の寸法を用いて解析を行った。結果を図 11 に

示す。この結果は、図 10 の解析対象ライン上におけ

る音源分布の時間履歴とラインスキャンカメラでの

撮影画像を時系列に並べた画像を重ね合わせた図で

ある。音源分布は、騒音レベルのコンターマップで示

した。図中の横軸は時間、縦軸は高さを表す。図より、

高い騒音レベルとなっているのは、車両前後の地面周

辺であることがわかる。これは、タイヤ騒音によるも

のであり、タイヤ騒音がタイヤ前後に放出されるた

め、車両通過前後にも音源として現れていると考えら

れる。本研究では、無指向性のマイクロホンを直線状

のマイクロホンアレイとして用いているため、2 つの

マイクロホンアレイで挟む断面の外からの音も混入

し、S/N が低下したと考えられる。本研究では、音源

別に騒音を捉えて評価することを目的としているた

め、今後、時間分解能（図 11 の横軸方向の分解能）

を向上させる必要がある。 
 

６．おわりに 
 音源の位置特定精度を向上すべく、二回反射まで考

慮したビームフォーミング法を採用し、地面や車など

による反射を考慮した、道路交通騒音を対象とした騒

音源の可視化装置のプロトタイプを製作し検証を行

った。反射まで考慮したビームフォーミング法につい

ては、スピーカー試験により従来手法との比較を行

い、空間分解能が向上することを示した。また、プロ

トタイプシステムについて検証試験を行った結果、時

間分解能について、さらなる改善が必要であることが

わかった。 
 今後は、まずは、二回反射まで考慮したビームフォ

ーミング法の前提となる反射物の寸法や位置につい

て、画像処理により情報を取得できるよう、システム

改造を行う予定である。 
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図 11 走行試験結果（二回反射まで考慮したビームフォーミング法） 
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 多数の列車の運転状況記録装置データの分析による 
安全性向上への取り組み 

 
 

交通システム研究領域   ※吉永 純 
 

１．はじめに 
 平成 18 年の技術基準改正により、一定要件に該当

する列車には運転状況記録装置(以下「記録装置」と

いう。）の搭載が義務づけられた。しかし、事故や故

障等の場合以外の利用はまだ限られている。 

 航空・鉄道事故調査委員会（当時）が発出した建議

（平成19年 6月）では、事故等以外の事象についても

鉄道事業者等が必要な分析を行い事業者間で活用す

べき旨が指摘されるなど、日常運行データを安全性向

上につなげることが期待されている。しかし、普及し

ている記録装置は、映像ではなく速度やブレーキ操作

等の数字の羅列を記録するもののため、人間にとって

解釈が困難なことから、有用な情報は可視化すること

が必要と考えられる。 

 本稿は、記録装置の運行データから、実際の運行に

おけるブレーキ操作タイミングや余裕時分を推定す

る取り組みについて述べるものである。 

２．研究の方法 
２．１．研究の方法 

 急曲線部や分岐部は、曲線半径や車種等に応じて相

応の速度制限が設定され、速度制限標識が設けられ

る。運転士は標識に頼らずとも、位置・車種別の速度

に十分習熟しているが、ブレーキ操作遅れも散見さ

れ、また、平成 17 年に生じた事故を受け、曲線部の

制限速度より手前の直線部の速度が高く脱線の恐れ

がある箇所には保安装置を整備するなど、重要な箇所

では保安装置によるバックアップも進められている。 
 現状では、ブレーキ動作の遅れが何らかの状況下で

生じ想定より速く列車が進行した場合、保安装置があ

っても対処しきれずに速度超過となる可能性は残っ

ている。 
 実際の運転状況と、想定とが乖離している場合にこ

うした可能性が高まることから、事故やインシデント

の無い通常の運転データを記録装置から取り出し、曲

線部や分岐器部等の速度制限部の手前の区間が、どの

ように運行され、余裕がどの程度あるかを、同一の区

間の複数の列車のブレーキ操作の位置、そのばらつき

及びダイヤ計算上の速度曲線（以下「標準曲線」とい

う。）と比較することにより分析する。 
２．２．研究に利用する実験データについて 

 次の方式の一般的な記録装置のデータを利用する。 
（１） 各データは、200ms 毎の常時記録方式 
（２） 時計誤差は生じるが、誤差は把握可能 
（３） 運行速度は、0.5km/h 刻み(四捨五入) 
（４） 加減速操作の時刻は、操作された時刻を記録 
 なお車種によって車輪径の誤差等が考えられるた

め、同一車両の、連続する日時のデータを利用する。 
 記録装置上の時刻をもとに快速運転を行う列車（上

り９本）から同一の駅間（3 駅間：A 駅→B 駅、B 駅

→C 駅、C 駅→D 駅）をソフトウェアによって抽出す

るため、解析するデータは９本×３駅間の２７区間と

なる。なお、運転士が同一の場合も含まれている。 
３．データ解析 

３．１．運行状況の確認 

 はじめに駅発車時の遅延時分と、次駅までの所要時

分の長短を調査した。その結果、駅発車は全列車が定

刻だが、所要時分には長短の差があり（表１）、運転

士の運転傾向の差が現れている可能性がある。 
 そのため、本稿の運転曲線を示す図では、同表の色

彩により所要時分別に塗り分けて作画している。 
表１ 駅間所要時分の長短 

 
 
 
 
３．２．曲線部の減速操作 

 鉄道の運転では、運転操作が少ないことが省エネ・

乗り心地の点で望ましいため、小刻みなブレーキ力の

調整は駅部を除き通常見られない。そのため、ブレー

キを動作させた位置は、速度制限に向け減速した位置 

区間
30秒～15秒
早着（赤系色）

～0秒(定刻）
（灰色系）

～15秒遅延
（黄系色）

～30秒遅延
（青系色）

A～B駅
[該当の試番]

2列車
［4,5回目]

1列車
[6回目]

3列車
[1,2,7回目]

3列車
[3,8,9回目]

B～C駅
[該当の試番]

2列車
［4,5回目]

4列車
[2,3,7,9回目]

3列車
[1,6,8回目]

0列車

C～D駅
[該当の試番]

2列車
[4,5回目]

5列車
[2,3,6,7,9回目]

2列車
[1,8回目]

0列車
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最も遅い 平均 安全上の限界 最も早い 
凡例

（「ブレーキ指令点」とする。）と考えることができる。 
 図１は、25km/h 以上の大幅な減速が必要な、Ａ駅

→Ｂ駅間の急曲線部(360R。保安装置整備済み）付近

の運転曲線と、ブレーキ指令点を示したものである。 
 標準曲線（緑色）では 1,500m 付近で約 85km/h か

ら減速しているが、記録装置のデータではより速い運

転（高速運転）と、より低速の運転（低速運転）の２

グループに分かれている実態が見られる。またブレー

キ指令点は、速度に応じて前後に移動している。 
 車両の減速性能及び勾配や走行抵抗による速度変

化分を考慮し、非常ブレーキで速度制限まで減速可能

な距離（「安全上の限界」と呼ぶ。）を求めたところ、

同図中の紫色点線の位置となった。高速運転の場合、

ブレーキ指令点からの距離では 180m、時間では 7 秒

（空走時間は非考慮）程度の余裕であると分かった。 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
図１ 急曲線に対するブレーキ指令点の分布状況 

 他方、図２はＡ駅→Ｂ駅間の比較的緩い曲線部

（600R)である。標準曲線は 90km/h から減速している

が、図１と同様、低速運転・高速運転のグループに分

かれ、ブレーキ指令点はまちまちとなっている。 
 
 
 
 
 
 

   
図２ 緩曲線に対するブレーキ指令点の分布状況 

３．３．分岐器部の減速操作 

 次に、駅場内の分岐器に向けて減速する際のブレー

キ指令点の位置について調査した。その結果、曲線に

対する場合と違いどの速度でも200ｍ以内にブレーキ

指令点が集中しており、位置のばらつきが小さい特徴

があることが分かった（後述の図３参照）。 

３．４．減速操作の余裕時分の分析 

 曲線に対するブレーキ指令点は速度により変わる

傾向があるため、ブレーキ遅れ等が生じる素地がある

と思われる。そこで、速度制限箇所毎に安全上の限界

と、ブレーキ指令点からの余裕時分を計算した。 

 ただし、今回サンプル数が少ないため、統計処理

（95%区間推定）を行い通常運行時のブレーキ指令点の

最大・最小の範囲を算出した。図３は、ブレーキ指令

点の平均を 0m として、安全上の限界（白線）を示し

たものである。表２は、安全上の限界に至るまでの運

転操作の余裕時分と、その最短の場合（最も遅いブレ

ーキ指令点からの残り時間）を算出したものである。 

 表２から余裕は平均 5～8 秒程である。速度制限の

ある付近は特に高い注意力をもって運転されている

が、万一のブレーキ操作の遅延時には、低速で運転さ

れているグループの方が、その後、対処できる余裕時

分がほとんど無い（表２塗色部分）状況と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ブレーキ指令点の変動範囲と余裕距離 

表２ ブレーキ指令点からの余裕時間 

 

 

 

 

４．まとめ 

 実運行では、定時運行時でも標準曲線より速い運転

や、逆に低速でのこぎり状の運転も見られ、個人差と

考えられる。ブレーキ失念時には 5～8 秒程度の余裕

時分があるが、低速で運転するグループの方が曲線部

で速度超過に至るまでの時間が短く、余裕が少ない状

況で運転されていると分かった。 

 今回は運転士５名分の比較的少ないデータのため、

データを増やすことで実運行の状況を精度高く把握

できると考えられる。それにより、標準曲線の変更や、

保安性を高めるべき曲線部の抽出など、実運行を踏ま

えた対策が可能となると考えられることから、データ

の精度向上について取り組んで参りたい。 

減速する対象 平均速度[km/h] 余裕時分平均[s] 余裕時分最短[s]
急曲線（高速運転） 94 7.6 5.9
急曲線（低速運転） 66 6.5 4.5
緩曲線（高速運転） 103 7.5 6.7
緩曲線（低速運転） 77 7.9 1.6
駅構内分岐器 78 8.2 5.4
駅停車位置 46 5.2 4.9
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 海外展開を踏まえた軌道系交通システムの 

安全性評価手法に関する検討 
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１．はじめに 
 海外展開を視野に入れた鉄道等の軌道系交通シス

テムの安全性については、リスク数値管理やRAMS（後

述）等の概念を含んだ国際規格とも整合する客観的な

第三者評価が求められている。本報告では、交通安全

環境研究所（以下「当研究所」という）が実施してい

る安全性評価事例をモデルケースとした、国際的にも

受容される標準的な評価手法の提示に向けた検討状

況について述べる。なお、本報告では第三者安全性評

価者を ISA (Independent Safety Assessor)、ISA に

よる安全性評価をISA評価と表すこととする。 

 
２．安全性評価手法標準化の検討対象とモデル 

 当所では様々な軌道系交通システムに関するISA評

価を行っており、そのうち図1に示すような、索道関

係等を除く事例の設計安全性を本検討の対象と位置

づけている。過半を占める信号保安システムの場合は

制御出力までが評価範囲であるが、近年行っている新

方式ホームドアやブレーキシステム等では、動作部分

も含めたシステム全体が評価対象となる。 

軌道系
交通ｼｽﾃﾑの

安全性
評価対象

列車制御システム（ATP、ＡＴC、新型ATS）

電子連動装置

踏切保安装置

新交通システム車両台車

ブレーキシステム

ホームドア／ホーム柵

新方式軌道系交通システム等

信号保安システム

車両

地上設備

開業前等の走行試験

索道関係

その他

評価手法の標準化検討対象（主に設計安全性評価）

メンテナンス（周期延伸等）

（区分） （事例）

シミュレーションによる評価
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ブレーキシステム

ホームドア／ホーム柵

新方式軌道系交通システム等

信号保安システム

車両

地上設備

開業前等の走行試験

索道関係

その他

評価手法の標準化検討対象（主に設計安全性評価）

メンテナンス（周期延伸等）

（区分） （事例）

シミュレーションによる評価

 
図1 安全性評価手法の標準化検討の対象 

 また評価事例の約3/4が海外展開を意識したもので

ある一方、国内のニーズに基づいて開発され、先ずは

国内での実用化を図る事例もある。特に後者の事例で

は将来的な海外展開に向けての課題が多いと考えら

れる。当所では、これらのISA評価事例をモデルとし

て安全性評価手法の標準化に関する検討を行った。 

 
３．評価手法の国際規格との整合 

３．１．整合／参考の対象とする国際規格 
鉄道に関する主要な国際規格としては、表1に示す

ようなIEC（国際電気標準会議）規格や、ISO（国際標

準化機構）規格が挙げられる。そのうち、まずISA評

価手法として国際的に必要とされる可能性が高いIEC 

62425（信号保安用電子機器のセーフティケース）お

よびIEC 62278（RAMS）の2規格との整合について、

検討することとした(1)(2 )。ただしそれ以外の規格も参

照し、特に都市鉄道の評価については、検討継続中で

はあるが、IEC 62267や IEC 62290に記述される用語、

定義等も参照することとした。 

表1 整合／参考の対象とする国際規格の例(1)(2) 

規格番号 規格の題目

IEC61508-1～7
安全に関連する電気/電子/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ電子装置

（全産業）

IEC 62278 鉄道におけるRAMS

IEC 62425
鉄道信号用安全関連電子装置の安全性証明

（セーフティケース）

IEC 62279 鉄道信号システムのソフトウェアの安全性

IEC 62280 鉄道信号システムの通信の安全性

IEC 62236 鉄道システムのEMC

IEC62267 AUGT 無人運転の安全性要件
IEC62290 UGTMS 輸送システムの管理と指令
IEC 62247 車両と列車検知システムの共存性  

３．２．国際規格の主要な概念の整理 
３．２．１．IEC 62425におけるISA評価の要求 

 軌道系システムの海外展開事例では、導入先の事業

者側からISA評価が必要とされるケースが増加してい

る。その根拠として、例えばIEC 62425では、メーカ

等が作成するセーフティケース等に加え、ISA評価（お

よび報告書）が必須であるとしている(1)。その位置付




